
（１）非行少年 各年間　単位：人

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯
その他
刑法犯

平成28年 84     79     55     －     11     33     －     －     11     24     5      －     

29 68     63     41     －     4      28     3      －     6      22     5      －     

30 61     49     36     －     3      21     1      －     11     13     10     2      

令和元年 59     54     39     －     2      26     1      －     10     15     5      －     

２ 61     54     33     －     10     16     1      －     6      21     7      －     

３ 67     53     37     －     8      18     2      －     9      16     13     1      

４ 40     36     24     2      －     11     2      －     9      12     4      －     

５ 66     51     37     3      6      23     1      －     4      14     15     －     

６ 67     60     38     2      6      18     1      －     11     22     7      －     

７ 66     55     46     －     10     28     1      3      4      9      11     －     

（２）不良行為少年 各年間　単位：人

平成28年 501    44     34     －     37     －     4      －     －     30     4      330    3      7      －     8      －     

29 360    28     34     －     25     1      7      1      2      35     4      201    8      4      －     10     －     

30 347    49     45     －     19     －     1      1      8      22     15     159    11     7      －     10     －     

令和元年 285    49     33     －     27     －     11     －     －     42     1      96     2      12     －     12     －     

２ 296    33     44     1      30     －     5      1      4      46     4      114    5      1      －     8      －     

３ 350    32     45     1      27     2      8      －     －     36     7      171    3      13     －     5      －     

４ 372    54     30     8      47     1      5      －     －     32     6      160    10     11     －     8      －     

５ 330    37     42     5      38     1      3      －     －     33     5      147    3      2      5      9      －     

６ 368    51     56     1      40     －     4      －     －     29     3      163    2      6      －     13     －     

７ 467    49     80     7      61     － 8      3      － 50     11     172    13     7      1      5      －

　資料　秋田県警察本部人身安全対策課

　　注）１　秋田中央警察署、秋田臨港警察署および秋田東警察署内の補導人数をまとめたものである。

　　　　２　特別法犯に道路交通法関係は含まない。

　　　　３　犯罪少年は14歳以上20歳未満、触法少年は14歳未満である。
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